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（キャリアアップ助成金の周知・広報に関して）

雇用環境・均等室 

雇用環境改善・均等推進監理官 岩城 好洋 

室長補佐（企画担当）  斎藤  茂  

電話 075-241-3212(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

（キャリアアップ助成金の審査・支給に関して）  

職業安定部職業対策課（京都助成金センター） 

課長         長谷川 浩 

事業所給付監査官   岩松 徹晃 

電話 075-241-3269(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コースの新設 

～「年収の壁・支援強化パッケージ」１０６万円の壁への対応～ 

 

社会保険における、いわゆる「年収の壁」により労働者の手取り収入が減少するために就業調整

が行われるケースがあります。壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、社会

保険適用後も手取り収入が減少しないよう、労働者の収入を増加させる取組等を行う事業主への助

成として、キャリアアップ助成金に社会保険適用時処遇改善コースを新設しました。 

以下の複数のメニューを設けており（別添リーフレット参照）、２０２３年１０月２０日から支

給申請の前提となる計画書の受付を開始しています。 

 

 

 

 

 

 

 

（社会保険適用時処遇改善コース概要） 

2023年10月以降、新たに社会保険に加入適用となった非正規労働者が対象 

① 手当等支給メニュー 

1年目 賃金の15％以上の手当を追加支給               （1人当たり20万円） 

2年目 賃金の15％以上の手当を追加支給かつ3年目の取組を行う    （1人当たり20万円） 

3年目 賃金の18％以上の増額をさせている              （1人当たり10万円） 

② 労働時間延長メニュー（現行の短時間労働者労働時間延長コースの拡充） 

労働時間延長を組み合わせ、収入を増加させる             （1人当たり30万円） 

③ 併用メニュー 

1年目に①の助成を受けた後、２年目に②の助成を受けることが可能   （1人当たり50万円） 
 

※大企業への助成額は上記金額の４分の３の額となります。 

※取組開始前に「キャリアップ計画書」の提出が必要です（2024年１月31日までに取組を開始さ

れる場合は、2024年1月 31日までに計画書の提出が必要となります）。 



 

 

 

 










